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証券コード　6564
2021年８月13日

株　主　各　位
静岡県浜松市東区有玉南町2163番地

株式会社ミダック
代表取締役社長 加 藤 恵 子

臨時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年８月30日（月曜日）午後５時まで
に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年８月31日（火曜日）午後１時
２．場 所 静岡県浜松市中区板屋町111番地の２

オークラアクトシティホテル浜松４F　「平安の間」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合が
ございます。会場を変更する場合には当社ウェブサイトにてご案内をいたしま
すので、株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会前日にあらか
じめ当社ウェブサイトをご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト（http://www.midac.jp/）

３．目 的 事 項
決 議 事 項

第１号議案 新設分割計画承認の件
第２号議案 吸収分割契約承認の件
第３号議案 定款一部変更の件

以　上
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【新型コロナウイルスに関するお知らせ】
◎新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本年は健康状態に関わらず、極力、会場へのご出席を
　お控えいただき、書面にて議決権をご行使されますことを強くご推奨申しあげます。
◎株主総会開催時点にて政府、静岡県又は株主様のお住いの都道府県より緊急事態宣言等の外出自粛
　要請等が発動されている場合には、株主総会会場へのご来場はお控えいただきますようお願い申し
　あげます。
◎株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催時点での流行状況やご自身の
　体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますよう
　お願い申しあげます。
◎株主総会会場において、役員および事務局スタッフがマスク着用をさせていただくほか、感染拡大
　防止のための必要な対応（株主様の間隔を確保するため入場者数を制限して入場をお断りする場合
　があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすることや退場を命じる
　こと、株主総会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますよう
　お願い申しあげます。
◎今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、以下の当社のウェブサイトにて
　お知らせいたします。
　当社ウェブサイト（http://www.midac.jp/）

【ご注意事項】
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申しあげます。なお、会場への入場開始は午後０時30分を予定しており、それ以前の入場はで
きかねますのでご承知おきください。

◎資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサ

イト（http://www.midac.jp/）に掲載させていただきます。
◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

【新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報】
　新型コロナウイルス感染症拡大は、当社の主要顧客である製造業にも影響し終息が長引けば生産活
動は停滞し、廃棄物排出量は減少する可能性があります。
　また、受注した処理案件等が延期や中止になった場合は、売上高に影響がでる可能性があります。
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株主総会参考書類

第１号議案　新設分割計画承認の件
１．新設分割を行う理由

当社グループは、廃棄物の適正処理を通じて循環型社会の確立を目指す企業集団であり「ミダ
ック」の社名は、環境を象徴する水、大地、空気の頭文字に由来いたします。かけがえのない地
球を美しいまま次代に渡すことを使命とし、その前線を担う環境創造集団を目指して、事業者の
廃棄物処理・管理等に関するソリューション事業を手掛けており、収集運搬から最終処分までの
廃棄物一貫処理体制のもと、事業者のあらゆるニーズに応えることで、事業の拡大を図ってまい
りました。

当社グループは中長期の成長戦略として、産業廃棄物に関しては、需要が見込める関東方面へ
の拠点展開に注力しており、焼却施設や最終処分場の設置候補地を複数選定し、同時並行的に計
画を推進することで、事業の更なる拡大を目指してまいります。また、本社のある浜松市を中心
とした、一般廃棄物の収集運搬におきましては、引き続き、地域に根差した環境インフラとして
「安心・安全」なサービスの提供に努めてまいります。

今後、以上の成長戦略の実践にあたっては、より一層の経営の効率化や、市場環境の変化に柔
軟に対応できるよう、グループ体制の再構築が必要であると考えております。持株会社へ移行す
ることで、グループ経営戦略の立案機能の強化及び、再編が進む廃棄物処理業界において、M&A
を推進する機動的な組織体制の構築が可能と判断し、持株会社体制へ移行することを当社取締役
会で決議いたしました。

本議案は、持株会社体制への移行を目的として、当社の一般廃棄物の収集運搬事業を、新たに
設立する「株式会社ミダックライナー」（以下、「新設会社」という。）に承継させる新設分割
計画につきご承認をお願いするものであります。

なお、本議案に基づく新設分割は、本臨時株主総会で関連する議案が承認されることを条件と
して効力が生じるものとします。（効力発生日：2022年４月１日（予定））

－ 3 －
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２．新設分割計画の内容の概要

新設分割計画書（写）

株式会社ミダック（以下、「当社」という。）は、次のとおり新設分割計画書（以下、「本計画
書」という。）を作成する。

（新設分割）
第1条　当社は、当社の一般廃棄物の収集運搬事業（以下「本件事業」という。）に関して有す

る第4条に定める権利義務を分割により新たに設立する会社（以下「新設会社」という。）
に承継させるために、本計画書の定めるところにより、新設分割（以下「本件分割」と
いう。）を行う。

（新設会社の定款で定める事項等）
第2条　新設会社の本店の所在地は、静岡県浜松市東区有玉南町2163番地とし、新設会社の目

的、商号、発行可能株式総数その他新設会社の定款で定める事項は、別紙１「定款」の
とおりとする。

（新設会社の設立時役員等の氏名または名称）
第3条　新設会社の次の各号に掲げる設立時役員等の氏名または名称は、当該各号に定めるとお

りとする。
（設立時代表取締役社長）熊切　栄子
（設立時取締役）熊谷　裕之

（新設会社に承継する権利義務）
第4条　本件分割により、新設会社が当社から承継する権利義務は、別紙２「承継権利義務明細

表」に定めるところによる。
（新設会社が本件分割に際して交付する株式の数）
第5条　新設会社は、本件分割に際して普通株式200株を発行し、そのすべてを前条に規定する

権利義務に代えて当社に対して交付する。
（新設会社の資本金および準備金の額等に関する事項）
第6条　新設会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

設立時資本金　　　　10,000,000円
設立時資本準備金　　0円

－ 4 －
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（分割期日）
第7条　会社法第924条第1項第1号に基づき当社が定める日（以下「分割期日」という。）は、

令和4年4月1日とし、同日から2週間以内に新設会社の設立登記を行うものとする。ただ
し、手続の進行上必要がある場合は、当社の取締役会決議により分割期日を変更するこ
とができる。

（従業員の処遇）
第8条　本件事業に主として従事する当社の従業員については、本件分割に当たっては新設会社

に承継されないものとし、新設会社が承継した本件事業を行うに当たっては、当面の間、
当社から新設会社へ出向させることとし、その後の取扱いは、両社が協議の上これを決
定する。

（競業避止義務の免除）
第9条　当社は、本件分割の効力発生後においても、本件事業と競合する事業を行うことができ

る。
（分割条件の変更および本件分割の中止）
第10条　本計画書作成の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、

当社の財政状態もしくは経営成績に重大な変動が生じた場合は、当社は、本計画書の内容を
変更し、または本件分割を中止することができる。

（本計画書の効力）
第11条　本計画書は、効力発生日までに当社の株主総会の承認または法令に定める関係官庁等の承

認が得られない場合には、その効力を失う。
（本計画書に定めのない事項）
第12条　本計画書に定めるもののほか、本件分割に必要な事項については、本計画書の趣旨に従い、

当社がこれを決定する。

以上

令和3年7月21日

静岡県浜松市東区有玉南町２１６３番地
株式会社　ミダック

代表取締役　　加藤　恵子　　　㊞

－ 5 －
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別紙１
株式会社ミダックライナー　定款

第1章　総　　則
（商号）
第1条　当会社は、株式会社ミダックライナーと称し、英文では、 MIDAC LINER CO., LTD. と

表記する。
（目的）
第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
　　　（1） 一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬及び処分、再生

（2） 一般貨物自動車運送事業
（3） 肥料、飼料の製造及び販売
（4） 肥料、飼料の製造機器の販売
（5） 営農指導事業
（6） 農産物の生産・加工・卸販売
（7） 食料品の販売
（8） 農業資材の販売
（9） 農薬の販売
（10）飲食店の経営
（11）損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務
（12）労働者派遣事業
（13）前各号に附帯する一切の業務

（本店の所在地）
第3条　当会社は、本店を静岡県浜松市に置く。
（機関構成）
第4条　当会社は、取締役会、監査役その他会社法第326条第2項に定める機関を設置しない。
（公告方法）
第5条　当会社の公告は、官報に掲載してする。

第2章　株　　式
（発行可能株式総数）
第6条　当会社の発行可能株式総数は、800株とする。

－ 6 －

新設分割計画承認の件



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

2021/08/02 9:18:37 / 21795756_株式会社ミダック_臨時招集通知（Ｃ）

（株式の譲渡制限）
第7条　当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要求する。
2．前項の承認機関は、株主総会とする。
（相続人等に対する株式の売渡し請求）
第8条　当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を

当会社に売り渡すことを請求することができる。
（株主名簿記載事項の記載の請求）
第9条　株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには、当会社所定

の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載された者又はその相続
人その他の一般継承人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならな
い。

　ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
2．前項に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。次条に

定める請求をする場合も、同様とする。
（質権の登録、信託財産の表示）
第10条　当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式

による請求書に設定者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の
抹消についても同様とする。

（基準日）
第11条　当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主（以下

「基準日株主」という。）をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使
することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、
基準日後に、募集株式の発行等、吸収合併、株式交換、又は吸収分割等により株式を取得した
者の全部又は、一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定める
ことができる。

2．前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため
必要があるときは、取締役は、臨時に基準日を定めることができる。

3．第1項ただし書き及び前項の場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

－ 7 －

新設分割計画承認の件



2021/08/02 9:18:37 / 21795756_株式会社ミダック_臨時招集通知（Ｃ）

（株主の住所等の届出等）
第12条　当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書

式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事
項等に変更を生じた場合も、同様とする。

2．当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。届出印を捺
印できないときは、実印を捺印し印鑑証明書（作成後3か月以内もの）を提出しなければならな
い。

第3章　株主総会
（招集）
第13条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総

会は、必要に応じて招集する。
2．株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長がこれを招集する。社長に事故、

もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
3．株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとす

る。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
（招集手続の省略）
第14条　株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があると

きは、招集手続を経ずに開催することができる。
（議長）
第15条　株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故、もしくは支障があるときは、あ

らかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
（議決の方法）
第16条　株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を

行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2．会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決

権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行う。

－ 8 －
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（株主総会の決議の省略）
第17条　株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合におい

て、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に
同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
この場合には、株主総会の決議があったものとみなされた日から１０年間、この書面を当会社
の本店に備え置くものとする。
（議決権の代理行使）

第18条　株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主を代理人として、議決権を行
使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証明する書面を提出し
なければならない。

（株主総会議事録）
第19条　株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、１０年間当

会社の本店に備え置くものとする。

第4章　取締役
(取締役の員数)
第20条　当会社の取締役は、1名以上とする。
（資格）
第21条　当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。
2．前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって、

株主以外の者から選任することを妨げない。
（取締役の選任及び解任の方法）
第22条　当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決

権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2．取締役の選任については、累積投票によらない。
3．取締役の解任は、本定款第16条第2項に定める株主総会の決議によって行う。
（取締役の任期）
第23条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。
2．任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前

任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
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（代表者）
第24条　当会社の取締役が1名のときは、その者を社長とする。取締役が2名以上あるときは、

株主総会の決議により社長1名を定める。
2．社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
3．社長のほか、株主総会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。
（報酬等）
第25条　取締役の報酬、賞与、退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第5章　計　　算
（事業年度）
第26条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
（剰余金の配当及び除斥期間）
第27条　剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株式

質権者に対して行う。
2．剰余金の配当は、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会社はその

支払義務を免れるものとする。

附則
（会社設立日）
第1条　当会社の設立日は、2022年４月１日とする。
（最初の取締役の報酬等）
第2条　第25条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの

期間の取締役の報酬等の額は年額20百万円以内とする。
（附則の削除）
第3条　本附則の第2条及び第3条は、当会社の最初の定時株主総会終結の時をもってこれを削除

する。
以上
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別紙２
承継権利義務明細表

効力発生日において、本件新設分割により、新設分割承継会社が承継する権利義務は、以下のとお
りとする。承継する権利義務のうち資産及び負債の評価については、令和３年３月31日現在の貸借対
照表を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1．承継する資産
（1）流動資産 298,041千円
（2）有形固定資産 29,327千円
（3）投資その他の資産 218千円

2．承継する負債
（1）流動負債 48,263千円

3．承継する雇用契約等
本件事業に主として従事する当社の従業員（正社員、契約社員、パート、アルバイトのほか、内定

者（本件事業に主として従事することが予定されている者）を含む。）との雇用契約及びこれに付随
する権利義務は、本件新設分割によっては、新設会社に承継されないものとする。

当社は、本件事業に従事する当社の従業員の一部を、当社に在籍させたまま新設会社に出向させ当
面の間、新設会社において本件事業に従事させるものとする。その後の取扱いは、両社協議の上、こ
れを決定する。

4．承継するその他の権利義務
（1）雇用契約以外の契約

本件事業に関して取引先との間で締結している取引基本契約、賃貸借契約等その他の契約上の
地位及びこれに付随する権利義務。ただし、次の権利義務を除く。

・新設会社に承継されない資産に係る契約に基づく契約上の地位及び権利義務
・契約締結主体の法人格が変わることが認められないもの。
・契約上の地位移転が当該契約上禁止されているもの。

（2）許認可等
本件事業に関連する一切の許可、認可、承認、登録等のうち、法令上承継が可能なもの。

以上
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３．会社法施行規則第205条各号に定める内容の概要
（１）対価の相当性に関する事項

①対価の総数に関する事項
新設会社は、本件分割に際して新たに株式200株を発行し、そのすべてを当社に対して交付

いたします。
当社は、本件分割に際して新設会社の全株式を取得することから、当社の純資産の額には変

動がなく、新設会社が交付する株式数は当社が任意に定めることができると認められるとこ
ろ、本件分割の目的に鑑み、当社の完全子会社となる新設会社株式の適正かつ効率的な管理を
行う上で上記の株式数とすることが相当と判断し決定いたしました。

②新設会社の資本金及び準備金等の額の相当性に関する事項
当社は、新設会社が承継する資産等及び今後の事業活動等の事情を考慮したうえで、機動的

かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から、会社計算規則に従い、新設会社の資本金及び準備
金の額を新設分割計画書第６条記載のとおりとすることにいたしました。

当社は、当該資本金及び準備金の額は相当であると判断しております。

（２）当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項
当社は、2021年10月1日を効力発生日（予定）として、当社が計画中の新規最終処分場を、

当社の完全子会社である株式会社ミダックはまなへ会社分割を行う契約を2021年5月25日付
で締結しました。なお、本分割は、2021年6月29日に開催の当社第57回定時株主総会におい
て決議承認されております。
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第２号議案　吸収分割契約承認の件
１．吸収分割を行う理由

第１号議案「新設分割計画承認の件」に記載のとおり、当社取締役会は、持株会社体制へ移行
することを決議いたしました。

本議案は、持株会社体制の移行を目的として、当社の廃棄物処分事業、収集運搬事業（産業廃
棄物の収集運搬事業）及び仲介管理事業を、当社の完全子会社である「株式会社ミダックはまな」
及び「株式会社三晃」（以下、「承継会社」という。）に承継させる吸収分割契約につき、ご承
認をお願いするものであります。

なお、本議案に基づく吸収分割は、本臨時株主総会で関連する議案が承認されることを条件と
して効力が生じるものとします。（効力発生日：2022年４月１日（予定））

２．吸収分割契約の内容の概要
承継会社と締結した吸収分割契約書の内容は次のとおりであります。

（１）「吸収分割契約書（写）」（株式会社ミダックはまな）

吸収分割契約書（写）

株式会社ミダック（以下「甲」という。）および甲100％出資の株式会社ミダックはまな（以
下「乙」という。）は、甲の営む廃棄物処分事業（処理施設）、収集運搬事業（産業廃棄物の収
集運搬事業）及び仲介管理事業（以下「本件事業」という。）の吸収分割に関し、次のとおり契
約を締結する。

（吸収分割）
第1条　甲は、本件事業を分割し、乙は本件事業を承継する。
（吸収分割対価の交付）
第2条　乙は、吸収分割に際して、乙の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、金銭その

他の対価を交付しないものとする。
（増加すべき資本金および準備金）
第3条　吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。
（分割により承継する権利義務）
第4条　甲は、令和３年３月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とする別紙「承

継権利義務明細表」に、効力発生日前日までの増減を加味した資産、負債及び権利義務
を、効力発生日において乙に引き継ぐ。

２　甲は、令和３年４月１日から効力発生日前日に至る間の資産および負債の変動につい
て、別に計算書を添付してその内容を乙に明示する。

３　甲から乙に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法による。
（吸収分割承認総会）
第5条　甲は、令和３年８月31日に株主総会（以下「吸収分割承認総会」という。）を開催し、

本契約書の承認および吸収分割に必要な事項に関する決議を求めるものとする。
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ただし、吸収分割手続の進行に応じ必要があると認められるときは、甲乙が協議の上こ
れを変更することができる。

（吸収分割の効力発生日）
第6条　吸収分割の効力発生日は、令和4年4月1日とする。ただし、吸収分割手続の進行に応じ

必要があると認められるときは、甲乙が協議の上これを変更することができる。
（会社財産の善管注意義務）
第7条　甲および乙は、本契約締結後、吸収分割期日までの間、善良なる管理者の注意をもって、

その業務執行および財産の管理運営を行い、その財産および権利義務に重要な影響を及
ぼすような行為をなす場合には、あらかじめ甲乙が協議し合意の上、これを行う。

（従業員の処遇）
第8条　甲および乙は、本件事業に主として従事する甲の従業員については、効力発生日におい

て全員乙が引継ぎ、以降乙の従業員として雇用する。
甲における勤続年数は乙において通算する。

（吸収分割条件の変更、吸収分割契約の解除）
第9条　本契約締結の日から吸収分割期日までの間において、天変地異その他の事由により甲ま

たは乙の財産もしくは経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙が協議の上吸収分割
条件を変更し、または本契約を解除することができる。

（競業避止義務の免除）
第10条　甲は、本会社分割にかかわらず、乙に対し、競業避止義務を一切負わないものとする。
（吸収分割契約の効力）
第11条　本契約は、第５条に定める甲の吸収分割承認総会の承認、または法令に定める関係官庁

等の承認を得られなかったときは、その効力を失う。
（本契約に定めない事項）
第12条　本契約に定める事項のほか、吸収分割に関し必要な事項は、甲乙が協議の上決定する。

　本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。

　令和3年7月21日

甲　静岡県浜松市東区有玉南町２１６３番地
株式会社　ミダック

代表取締役　　加藤　恵子　　　㊞

乙　静岡県浜松市西区大山町3564番地の2
株式会社　ミダックはまな

代表取締役　　熊谷　裕之　　　㊞
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別紙
承継権利義務明細表

効力発生日において、本件吸収分割により、吸収分割承継会社が承継する権利義務は、以下のとお
りとする。承継する権利義務のうち資産及び負債の評価については、令和３年３月31日現在の貸借対
照表を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1．承継する資産
（1）流動資産 2,234,703千円
（2）有形固定資産 2,419,205千円
（3）無形固定資産 33,334千円
（4）投資その他の資産 81,668千円

2．承継する負債
（1）流動負債 2,435,244千円
（2）固定負債 1,925,562千円

3．承継する雇用契約等
甲が締結し、かつ本効力発生日の前日の終了時において効力を有する、本件事業に従事する甲の従

業員（正社員、契約社員、パート、アルバイトのほか、内定者（本件事業に主として従事することが
予定されている者）を含む。）との間の雇用契約に係る契約上の地位及びこれに付随する権利義務。

4．承継するその他の権利義務
（1）雇用契約以外の契約

本件事業に関して取引先との間で締結している取引基本契約、賃貸借契約等その他の契約上の
地位及びこれに付随する権利義務。ただし、次の権利義務を除く。

・乙に承継されない資産に係る契約に基づく契約上の地位及び権利義務
・契約締結主体の法人格が変わることが認められないもの。
・契約上の地位移転が当該契約上禁止されているもの。

（2）許認可等
本件事業に関連する一切の許可、認可、承認、登録等のうち、法令上承継が可能なもの。ただ

し、甲が引き続き保有する必要のあるもの、許認可等の再取得が必要なもののうち、本件吸収分
割の効力発生日までに当該許認可等の再取得が完了できなかったものを除く。

以上
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（２）「吸収分割契約書（写）」（株式会社三晃）

吸収分割契約書（写）

株式会社ミダック（以下「甲」という。）および甲100％出資の株式会社三晃（以下「乙」と
いう。）は、甲の営む関事業所（以下「本件事業」という。）の吸収分割に関し、次のとおり契
約を締結する。

（吸収分割）
第1条　甲は、本件事業を分割し、乙は本件事業を承継する。
（吸収分割対価の交付）
第2条　乙は、吸収分割に際して、乙の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、金銭その

他の対価を交付しないものとする。
（増加すべき資本金および準備金）
第3条　吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。
（分割により承継する権利義務）
第4条　甲は、令和３年３月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とする別紙「承

継権利義務明細表」に、効力発生日前日までの増減を加味した資産、負債及び権利義務
を、効力発生日において乙に引き継ぐ。

２　甲は、令和３年４月１日から効力発生日前日に至る間の資産および負債の変動につい
て、別に計算書を添付してその内容を乙に明示する。

３　甲から乙に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法による。
（吸収分割承認総会）
第5条　甲は、令和３年８月31日に株主総会（以下「吸収分割承認総会」という。）を開催し、

本契約書の承認および吸収分割に必要な事項に関する決議を求めるものとする。ただし、
吸収分割手続の進行に応じ必要があると認められるときは、甲乙が協議の上これを変更
することができる。

（吸収分割の効力発生日）
第6条　吸収分割の効力発生日は、令和4年4月1日とする。ただし、吸収分割手続の進行に応じ

必要があると認められるときは、甲乙が協議の上これを変更することができる。
（会社財産の善管注意義務）
第7条　甲および乙は、本契約締結後、吸収分割期日までの間、善良なる管理者の注意をもって、

その業務執行および財産の管理運営を行い、その財産および権利義務に重要な影響を及
ぼすような行為をなす場合には、あらかじめ甲乙が協議し合意の上、これを行う。
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（従業員の処遇）
第8条　甲および乙は、本件事業に主として従事する甲の従業員については、効力発生日におい

て全員乙が引継ぎ、以降乙の従業員として雇用する。
甲における勤続年数は乙において通算する。

（吸収分割条件の変更、吸収分割契約の解除）
第9条　本契約締結の日から吸収分割期日までの間において、天変地異その他の事由により甲ま

たは乙の財産もしくは経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙が協議の上吸収分割
条件を変更し、または本契約を解除することができる。

（競業避止義務の免除）
第10条　甲は、本会社分割にかかわらず、乙に対し、競業避止義務を一切負わないものとする。
（吸収分割契約の効力）
第11条　本契約は、第５条に定める甲の吸収分割承認総会の承認、または法令に定める関係官庁

等の承認を得られなかったときは、その効力を失う。
（本契約に定めない事項）
第12条　本契約に定める事項のほか、吸収分割に関し必要な事項は、甲乙が協議の上決定する。

　本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。

　令和3年7月21日

甲　静岡県浜松市東区有玉南町２１６３番地
株式会社　ミダック

代表取締役　　加藤　恵子　　　㊞

乙　愛知県春日井市上田楽町字庄司山3042番3
株式会社　三晃

代表取締役　　吉谷　和高　　　㊞

－ 17 －
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別紙
承継権利義務明細表

効力発生日において、本件吸収分割により、吸収分割承継会社が承継する権利義務は、以下のとお
りとする。承継する権利義務のうち資産及び負債の評価については、令和３年３月31日現在の貸借対
照表を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1．承継する資産
（1）流動資産 3,807千円
（2）有形固定資産 54,519千円
（3）投資その他の資産 243千円

2．承継する負債
（1）流動負債 12,282千円

3．承継する雇用契約等
甲が締結し、かつ本効力発生日の前日の終了時において効力を有する、本件事業に従事する甲の従

業員（正社員、契約社員、パート、アルバイトのほか、内定者（本件事業に主として従事することが
予定されている者）を含む。）との間の雇用契約に係る契約上の地位及びこれに付随する権利義務。

4．承継するその他の権利義務
（1）雇用契約以外の契約

本件事業に関して取引先との間で締結している取引基本契約、賃貸借契約等その他の契約上の
地位及びこれに付随する権利義務。ただし、次の権利義務を除く。

・乙に承継されない資産に係る契約に基づく契約上の地位及び権利義務
・契約締結主体の法人格が変わることが認められないもの。
・契約上の地位移転が当該契約上禁止されているもの。

（2）許認可等
本件事業に関連する一切の許可、認可、承認、登録等のうち、法令上承継が可能なもの。ただ

し、甲が引き続き保有する必要のあるもの、許認可等の再取得が必要なもののうち、本件吸収分
割の効力発生日までに当該許認可等の再取得が完了できなかったものを除く。

以上

－ 18 －
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３．会社法施行規則第183条各号に定める内容の概要
（１）対価の相当性に関する事項

本吸収分割に際して、承継会社から当社に対し、承継対象権利義務に代わる金銭等の交付を行
う予定はありません。これは、承継会社が当社の完全子会社であり、承継会社から当社に対して
対価を交付する必要性が認められないためであり、本吸収分割による対価を無対価とすることは
相当であると判断しております。

また、以上により、本吸収分割に際して承継会社の資本金及び資本準備金の額は変動いたしま
せん。

（２）承継会社の最終事業年度に係る貸借対照表の内容
①株式会社ミダックはまな

　貸借対照表（2021年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 2,229,981 流動負債
（うち賞与引当金）

537,341
(5,077)

固定資産 848,492
固定負債
（うち最終処分場

維持管理引当金）

564,805
(560,875)

有形固定資産 655,796 負債合計 1,102,147

無形固定資産 2,795 株主資本 1,976,325

投資その他の資産 189,900 資本金 10,000

資本剰余金 12,000

資本準備金 12,000

利益剰余金 1,954,325

その他利益剰余金 1,954,325

（うち当期純利益） (1,054,946)

純資産合計 1,976,325

資 産 合 計 3,078,473 負債・純資産合計 3,078,473

－ 19 －

吸収分割契約承認の件



2021/08/02 9:18:37 / 21795756_株式会社ミダック_臨時招集通知（Ｃ）

②株式会社三晃
　貸借対照表（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 124,639 流動負債
（うち賞与引当金）

27,135
(2,334)

固定資産 145,642 負債合計 27,135

有形固定資産 110,021 株主資本 243,145

投資その他の資産 35,621 資本金 10,000

利益剰余金 233,145

利益準備金 3,225

その他利益剰余金 229,920

（うち当期純利益） (17,321)

純資産合計 243,145

資 産 合 計 270,281 負債・純資産合計 270,281

（３）承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会
社財産の状況に重要な影響を与える事象に関する事項

承継会社である株式会社ミダックはまなは、2021年10月1日を効力発生日（予定）として、
当社が計画中の新規最終処分場を略式吸収分割する契約を2021年5月25日付で締結しました。
なお、本分割は、2021年6月29日に開催の当社第57回定時株主総会において決議承認されて
おります。

（４）当社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の
会社財産の状況に重要な影響を与える事象に関する事項

上記（３）に記載のとおりであります。

－ 20 －
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第３号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
（１）当社は、第１号議案「新設分割計画承認の件」及び第２号議案「吸収分割契約承認

の件」に記載のとおり、持株会社体制に移行する予定であります。それに伴い、現
行定款の第１条（商号）の変更を行うものであります。なお、本変更は、本臨時株
主総会で関連する議案が承認されることを条件として、2021年９月１日に効力が
生じるものとします。

（２）現行定款の第２条（目的）に定める事業目的の整理ならびに持株会社体制移行後の
当社および当社子会社の事業展開を見据えた変更を行うものであります。なお、本
変更は、本臨時株主総会で関連する議案が承認されること並びに当該新設分割及び
吸収分割の効力発生を条件として、2022年４月１日に効力が生じるものとします。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案
（商号） （商号）

第１条 当会社は、株式会社ミダックと称し、英
文では、MIDAC CO., LTD.と表記する。

第１条 当会社は、株式会社ミダックホールディ
ングスと称し、英文では、MIDAC HOLDINGS 
CO., LTD.と表記する。

（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。

（1）から（41）（省略）
（新　設）
（新　設）

（42）その他前各号に附帯する一切の業務

第２条 当会社は、次の事業を営むことおよび、
次の事業を営む会社およびこれに相当する業務
を営む外国会社の株式又は持分を所有すること
により、当該会社の事業活動を支配・管理するこ
とを目的とする。
（1）から（41）（現行どおり）
（42）砂利、砂の採取および販売
（43）生コンクリートの製造および販売
（44）その他前各号に附帯する一切の業務

－ 21 －
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現 行 定 款 変 更 案

（新　設）
附則
第２条の変更は、2021年８月31日開催の臨時株
主総会に付議される新設分割計画承認の件およ
び吸収分割契約承認の件が原案どおり承認可決
され、当該新設分割および吸収分割の効力発生を
条件として、効力が生じるものとする。なお、本
附則は、効力発生後、自動的に削除されるものと
する。

以上

－ 22 －
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メ　　モ
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場：オークラアクトシティホテル浜松　４階「平安の間」
静岡県浜松市中区板屋町111番地の２　☎053－459－0111

〒

板屋町交差点 松江町交差点
N

展示イベントホール

浜松科学館

北寺島町交差点スルガ銀行

タクシ
ー

のりば

バスターミナル

遠鉄百貨店

〒

ホテルクラウン
パレス浜松

浜松郵便局
ＪＲ東

海道本
線

ＪＲ
浜松
駅

楽器博物館
研修交流センターオークラ

アクトシティホテル浜松
（浜松アクトタワー）

大ホール

アクト
タワー

第
一
通
り
駅

遠
州
鉄
道

新
浜
松

東海道
新幹線

152

交通のご案内
●ＪＲ浜松駅より徒歩５分

駐車場はご用意いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


